
中
部
・
中
国
地
整
の
募
集

要
項
に｢

義
務
的
再
任
用｣

の
考

え
方
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
内
容
は
「
義
務
的
再
任
用

と
は
「
国
家
公
務
員
の
雇
用
と

年
金
の
接
続
に
つ
い
て
」
（
平

成
２
５
年
３
月
２
６
日
閣
議
決

定
）
に
基
づ
き
、
定
年
退
職
す

る
職
員
が
公
的
年
金
の
支
給
開

始
年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
間
、

再
任
用
を
希
望
す
る
場
合
に
お

け
る
再
任
用
の
こ
と
で
す
。
」

と
解
説
さ
れ
て
い
ま
す
。

二
地
整
で
同
じ
内
容
で
す
の

で
、
こ
れ
は
中
部
・
中
国
独
自

の
考
え
で
な
く
国
土
交
通
省
と

し
て
の
考
え
で
あ
る
の
は
明
白

で
す
。

｢

義
務
的
再
任
用｣
に
つ
い
て

は
、｢

募
集
要
項
」
で
言
う
「
閣

議
決
定
」
や
、
同
年
の
７
月
１

日
付
け
国
土
交
通
省
大
臣
官
房

人
事
課
長
名
で
出
さ
れ
た
「
通

知
」
で
も
、｢

義
務
的
再
任
用
」

に
つ
い
て
は
、
「
常
時
勤
務
す

る
官
職
に
再
任
用
す
る
も
の
と

す
る
」
と
常
時
勤
務
を
基
本
と

す
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
ま

す
。

総
務
省
も｢

常
時
勤
務

が
基
本
で
短
時
間
勤
務
は
例

外｣

と
団
交
で
ユ
ニ
オ
ン
に
回

答
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
国

土
交
通
省
は
「
定
年
退
職
す
る

職
員
が
公
的
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
に
達
す
る
ま
で
の
間
の
再

任
用
」
を｢

義
務
的
再
任
用｣

と

ま
だ
職
員
を
ご
ま
か
そ
う
と
し

て
い
ま
す
。
平
成
２
６
年
度
に

｢

常
時
勤
務
の
再
任
用｣

を
全
府

省
の
な
か
で
地
整
と
地
理
で
実

施
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
こ
の

よ
う
な
定
義
の
改
ざ
ん
を
行
い

ご
ま
か
そ
う
と
し
て
い
ま
す
。

な
ん
と｢

姑
息｣

な
こ
と
で
し
ょ

う
か
。

東
北
地
整
は
、
昨
年
の｢

募

集
要
項｣

で
「
な
お
、
行
（
一
）

職
員
に
つ
い
て
は
、
原
則
短
時

間
勤
務
（
週
４
日
勤
務
）
と
し

ま
す｣

と
の
表
記
を
行
い
、
募

集
当
初
か
ら｢

義
務
的
再
任
用｣

は
実
施
し
な
い
内
容
で
あ
っ
た

た
め
、
「
閣
議
決
定
違
反
・
本

省
通
達
違
反
」
と
ユ
ニ
オ
ン
が

指
摘
を
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
し

た
が
、
今
年
の
通
達
で
は
、
常

時
勤
務
・
短
時
間
勤
務
そ
れ
ぞ

れ
の
表
記
を
行
い
、
間
違
い
を

修
正
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
ま
で｢

募
集
要

項
」
で
、｢

事
務
所
本
所｣

と
い

う
表
記
を
行
い
出
張
所
勤
務
を

否
定
し
て
い
ま
し
た
が
、
ユ
ニ

ユ
ン
の
粘
り
強
い
追
及
の
結

果
、
九
州
を
除
く
地
整
で
は｢

本

所｣

と
の
表
記
が
な
く
な
り
、

出
張
所
勤
務
の
障
害
が
取
り
除

か
れ
ま
し
た
。
九
州
地
整
の
み

が
出
張
所
勤
務
を
認
め
な
い
こ

と
に
な
っ
て
い
る
訳
で
す
が
、

他
の
地
整
と
違
う
特
別
な
理
由

が
あ
る
の
か
追
及
し
て
い
く
必

要
が
あ
り
ま
す
。

任
期
の
更
新
に
つ
い
て
は
、

年
金
支
給
開
始
年
齢
に
達
し
た

翌
年
は｢

更
新｣

で
な
く｢

採
用｣

と
明
記
し
使
い
分
け
を
し
て
い

ま
す
。
こ
れ
は
、
義
務
的
再
任

用
と
し
て
４
日
勤
務
を
さ
れ
て

い
る
職
員
が
年
金
支
給
開
始
年

齢
に
達
し
た
翌
年
に｢

勤
務
継

続｣

を
し
よ
う
と
し
た
場
合｢

更

新｣

で
な
く｢

採
用｣

と
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
４
日
勤
務
を
３
日

勤
務
に｢

勤
務
条
件｣

を
大
き
く

変
更
し
た
い
考
え
の
表
れ
と
い

え
ま
す
。

私
た
ち
管
理
職
ユ
ニ
オ
ン

は
、
再
任
用
制
度
は
単
に
収
入

を
得
る
た
め
に
一
定
期
間
雇
用

さ
れ
れ
良
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
「
働
き
が
い
を
持
っ
て

公
務
に
貢
献
し
」
、
現
役
の
職

員
か
ら
も
「
あ
の
人
が
い
て
良

か
っ
た
」
と
歓
迎
さ
れ
、
「
経

験
や
技
術
等
が
職
場
に
引
き
継

が
れ
る
」
よ
う
な
制
度
に
す
べ

き
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、
常
時
勤
務
の
再
任
用

は
定
員
と
は
別
枠
と
し
、
新
規

採
用
者
、
世
代
間
の
バ
ラ
ン
ス

を
図
り
、
定
員
事
情
を
理
由
に

ハ
ー
フ
勤
務
を
強
要
し
な
い
こ

と
も
求
め
て
い
ま
す
。
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義務的再任用は｢年金支給まで再任用すること｣で ｢常時勤務｣でない

義務的再任用の解釈を都合良く改ざん
各
地
整
は
７
月
に
入
っ
て
一
斉
に
「
平
成
２
７
年
度
再
任
用
者
募
集
要
項
」
を
職
場

に
通
知
し
ま
し
た
。
今
回
の｢

要
項｣

の
特
徴
は
、
本
省
が｢

義
務
的
再
任
用
は｢

年
金
支

給
ま
で
再
任
用
す
る｣

事
で
あ
っ
て
、｢

常
時
勤
務
で
再
任
用
す
る｣

事
で
な
い
こ
と
を
強

弁
し
て
い
る
こ
と
と
、
職
場
か
ら
の
粘
り
強
い
追
及
の
な
か
、
出
張
所
勤
務
な
ど
が
改

善
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。

平
成
２
７
年
度

再
任
用
募
集
要
項
全
国
で
通
知

出
張
所
勤
務
拡
大
等
で
改
善
も

管理職等アンケートに
ご協力お願いします

国土交通省管理職ユニオンは、７月よ
り｢管理職等アンケート｣を取り組んでい
ます。このアンケートは、国土交通省（旧
建設）の本省、地方整備局、国土地理院
等に勤務する管理職員等を対象に、１９
９８年の結成以来、２年に１回実施して
いるもので今回が９回目となります。ご
協力をお願いします。

設問に対する回答は８月３１日までに
「別紙」回答用紙に記入して、職場の管
理職ユニオンの担当者に渡して下さい。
近くに管理職ユニオンの担当者がいない
場合は、同封の返信用封筒に入れて投函
してくださるようお願いいたします。

東
北
地
整
は

昨
年
の
要
項
を
修
正

常
時
勤
務
の
再

任
用
は
定
員
と

は
別
枠
で

各
地
整
の｢

募
集
要
項｣



「
地
方
と
都
会
と
の
賃

金
格
差
は
広
が
る
ば
か
り
。

「
同
一
労
働
同
一
賃
金
」

が
基
本
だ
」｢

こ
れ
で
は
官

民
に
賃
下
げ
競
争
を
さ
せ

て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か｣

「
五
０
歳
台
後
半
は
、
職

責
は
重
い
が
賃
金
だ
け
が

下
が
る
の
は
問
題
だ
」
「
管

理
職
員
の
災
害
時
・
深
夜

勤
務
に
は
超
勤
手
当
を
支

給
す
べ
き
だ
」
「
事
務
所
課

長
と
出
張
所
長
の
６
級
定

数
の
拡
大
を
」
「
再
任
用
フ

ル
タ
イ
ム
採
用
を
し
な
い

国
交
省
を
指
導
せ
よ｣

な
ど

夏
の
人
勧
に
向
け
た
要
求

と
職
場
要
求
を
携
え
て
、

７
月
３
日
の
中
部
支
部
を

皮
切
り
に
全
国
で
人
事
院

地
方
事
務
局
交
渉
が
実
施

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
交

渉
に
は
職
場
か
ら
託
さ
れ

た｢

給
与
制
度
見
直
し
反
対

署
名｣

も
提
出
さ
れ
い
ま

す
。署

名
提
出
を
行
う
東
北

堀
井
委
員
長

地
方
事
務
局
を
追
及
す
る
高
橋

北
陸
支
部
委
員
長

署
名
提
出
を
行
う
竹
内
中
部
委

員
長

中
国
地
方
事
務
局
と
の
交
渉

九
州
地
方
事
務
局
と
の
交
渉

平成２７年度再任用者募集要項の各地整比較
＜１，採用対象者＞

・中部・中国地整は、「義務的再任用｣と｢裁量的再任用｣と明示し「義務的再任用｣は平成２６年 度定年退職者、
｢裁量的再任用｣はすでに再任用されている方のうち昭和２５年４月２日から昭 和２９年４月 1 日までに生ま
れた職員との表記

・他の地整は、①平成２６年度定年退職者 ②すでに再任用されている方のうち昭和２５年４月 ２日から昭和
２９年４月 1 日までに生まれた職員との表記

・なお制度上は、６５歳未満なら、現在再任用されていなくても再任用は可能となっていますが、 国土交通省
は｢すでに再任用されている職員」との制限を設けています。

＜２，任用官職及び格付け＞
・行政職（一）であった者は、行政職（一）４級、３級又は２級
・事務官・技官の記載ありなしに地整別に差があり。

＜３，業務内容＞
・北陸、関東、中部、中国、九州、地理は｢原則として経験のある業務」「定年前と同様の業務」の表記があるが

東北、近畿、四国地整は｢行（一）事務・技術の表記」
＜４，採用・任期・更新方法＞

・更新は６５歳に達した年度末まで可能。しかし、東北、関東では年金支給開始年齢に達した翌年は｢更新｣でな
く｢採用｣と明記。

＜５，勤務官署＞
・九州を除く全地整で｢事務所本所｣から｢事務所｣という表現となり、出長所勤務の制限を廃止。地理を含む全地

整で｢配置換えあり｣の表記。
＜６，勤務形態と勤務時間＞

・勤務形態は東北、北陸、中部、中国、四国、地理で「週４日又は３日」のみの明記。近畿、九州は二種類の曜
日指定、関東は一種類の曜日指定（なお書きあり）。

官民の賃金引き下げ競争を狙った給与制度の総合的見直し勧告を中止せよ

全国で人事院地方事務局交渉始まる
職場から託された｢見直し反対署名｣も提出

とんでもない暴言
人事院九州地方事務局長

｢人事院は代償機関でない｣
７月１１日国公九ブロとの

交渉で、人事院九州事務局長
が、「九州人事院に与えられた
役割は意見を聞いて報告する
こと。事務局としての意見はい
えない｣と回答し、参加者から厳
しい追及をうけそれに対して｢我
々は中立機関であってあなた
たちの代償機関では無い」と
回答しました。

組織存亡の危機にあり、政
府にスリよりたいのか、情け
ない。


